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(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 
 神奈川支部 
             労働安全コンサルタント 二階堂 久 

収集運搬業務における 
労災発生実態と防止対策 
  ～安全衛生大会 

１．労働災害発生状況(県央地区) 
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（配付資料） 

２．労働災害発生実態と防止対策 
 １）収集運搬業務 

  ●災害事例① 

    トラックの荷台に上がり作業中、足が滑り、 

   後ろ向きに墜落して後頭部を打撲した。 

（参照：協会の災害事例報告書より） 
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◆災害事例①：墜落防止対策の作業方法＜映像＞ 
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 １）収集運搬 

  ●災害事例② 

    建設現場で、平ボディー車に廃棄物の積込み 

   作業を行うため、荷台に足をかけたところ、滑り 

   荷台に積んであった2㎡のコンテナ側面に胸部 

   をぶつけてしまった。 

             （参照：協会の災害事例報告書より） 
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◆災害事例②：墜落防止対策の設備 
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すべり止め 

 １）収集運搬 

  ●災害事例③ 

    収集運搬車を停止させて降りたら、車両が 

   動いた。          （参照：神奈川新聞記事より） 

 

   ●ヒヤリハット事例（③） 

    回収先ユニックでキューブを引き上げ、終了時 

   アウトリガーを縮めた時、サイドブレーキを引いて 

   いたにもかかわらず、車両がさがり始めた。 

            （（公社）全国産業廃棄物連合会 

            産業廃棄物処理業ヒヤリハット事例集より） 
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◎災害事例③災害防止対策の事例１ 
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◎災害事例①、②、③災害防止対策の事例＜映像＞ 
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  ○労働安全衛生規則 第４２０条 

   （作業指揮者の選任及び職務）  

   事業者は、一の荷でその重量が１００キログラム 

   以上のものを貨車に積む作業（ロープ掛けの作 

   業及びシート掛けの作業を含む。）又は貨車から 

   卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作 

   業を含む。）を行うときは、当該作業の指揮者を 

   定め、その者に次の事項を行わせなければなら 

   ない。 

                    （積卸し作業指揮者） 
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  ○第５１９条  事業者は、高さが２メートル以上の 

   作業床の端、開口部等で墜落により労働者に 

   危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手 

   すり、覆い等（以下この条において「囲い等」とい 

   う。）を設けなければならない。  

  ○第１５７条  事業者は、車両系建設機械を用い 

   て作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又 

   は転落による労働者の危険を防止するため、 

   当該車両系建設機械の運行経路について路肩 

   の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止 

   すること、必要な幅員を保持すること等必要な措 

   置を講じなければならない。 ＜以下、略＞ 

  

 １）収集運搬 

  ●災害事例④ 

    ヤード内に他社のトラックが入っていたため、 

   バックで幅寄せをしながら待機しようとしたところ 

   死角に入った他車両と接触した。 

 

  ●災害事例⑤ 

    収集運搬車を移動しようとしたところ、駐車して 

   いた車両に気付かずに接触した。 

（参照：協会の災害事例報告書より） 
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◎災害事例④と⑤災害防止対策の事例１ 
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 １）収集運搬 

  ●災害事例⑥ 

    塵芥車に廃棄物を投入中、弾き飛ばされて、 

   作業者の腹部に当たった。 

              （参照：協会の災害事例報告書より） 

  ●ヒヤリハット事例⑦ 

    回収先パッカー車にゴミを投入している時、 

   ゴム手袋を回転板にとられそうになった。 

            （（公社）全国産業廃棄物連合会 

            産業廃棄物処理業ヒヤリハット事例集より） 
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 １）収集運搬 

  ●災害事例⑧ 

    片側１車線の道路を走行中、対向車線から 

   追い越しをしようとした車両が中央線を飛び出し、 

   正面衝突した。 

 

  ●災害事例⑨ 

    道路を走行中、横断歩道上で自転車と衝突 

   した。 

              （参照：協会の災害事例報告書より） 
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 ２）中間処理施設内業務 

  ●災害事例① 

    チェーンに油を差している時、手袋がチェーンに 

   巻き込まれて、指を被災した。 
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  ○労働安全衛生規則 第１０１条 

    事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プー 

    リー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれ 

    のある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋 

    等を設けなければならない。  

    ２ 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライ 

    ホイール等に附属する止め具については、埋頭 

    型のものを使用し、又は覆いを設けなければな 

    らない。     

    ３ ＜略＞ 

    ４  ＜略＞ 、５ ＜略＞ 
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  ○労働安全衛生規則 第１０７条 

   事業者は、機械（刃部を除く。）の掃除、給油、 

   検査、修理又は調整の作業を行う場合において、 

   労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械 

   の運転を停止しなければならない。ただし、 

   ＜中略＞、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を 

   講じたときは、この限りでない。  

   ２  事業者は、＜中略＞起動装置に錠を掛け、 

   ＜中略＞表示板を取り付ける等同項の作業に従 

   事する労働者以外の者が当該機械を運転するこ 

   とを防止するための措置を講じなければならない  

 ２）中間処理施設 

  ●災害事例② 

    フォークリフトでフレコンを運搬時、カーブを 

   曲がろうとしたら、ツメにぶら下げたフレコンが 

   振れて、転倒した。 
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危ない！ 
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  ○労働安全衛生規則 第１５１条の１４ 

   （主たる用途以外の使用の制限）  

   事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上 

   げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等 

   の主たる用途以外の用途に使用してはならない。 

   ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないとき 

   は、この限りでない。 

   ◇通達（基発第78号、昭和53年2月10日） 

   (1) 本条は、墜落のみでなく、はさまれ、まき込まれ等の危険も併せて 

      防止する趣旨であること。 

   (2) ただし書の「危険を及ぼすおそれのないとき」とは、フォークリフト等 

      の転倒のおそれがない場合で、＜中略＞、パレット等をフォークに 

      固定又は労働者に命綱を使用させること等の措置を講じたとき。 
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３．横浜南監督署の自主点検結果 
  「今後の課題」 
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※２～６の解説は、「かながわ産廃 １０２号」に掲載します。 
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 １）安全衛生管理体制 

  ①事業場の規模により、管理者を選任する。 

   ・１００人以上 

   ・５０人以上９９人未満 

   ・１０人以上５０人未満（⇒ ５０人未満） 

  ②正社員もアルバイトも従業員のカウントをする。 

  ③「安全管理者」「衛生管理者」は監督署に選任 

   を届け出る。 

    「安全衛生推進者」は事業場で選任し、監督署 

      に届け出義務はない。 

    従業員へ周知する定めがある。 

 

 ④ 「安全衛生推進者」の選任。 

  安全衛生推進者は、次の資格要件により、業務 

 を担当するために必要な能力を有すると認められた 

 者の内から選任します。 

  １）大学、高専を卒業後１年以上の安全衛生の実務 

    経験者 

  ２）高校卒業後３年以上の安全衛生の実務経験者 

  ３）５年以上の安全衛生の実務経験者 

  ４）厚生労働省労働基準局長が定める講習修了者 

  ５）安全管理者等の上位資格者 

   ※実務経験のない方は「４）」の講習を受講する。 
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(法第10条)

(法第11条) (法第12条) (法第12条の2)

清掃業の安全衛生管理組織

事業者

安全衛生推進者

【５０人～９９人の事業場】  【１０人～４９人の事業場】【１００人以上の事業場】

安全管理者 衛生管理者 安全管理者 衛生管理者

総括安全衛生管理者

事業者 事業者

清掃業の安全衛生管理体制 
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 ○労働安全衛生規則 第１２条の２ 

  （安全衛生推進者等を選任すべき事業場） 

  法第１２条の２ の厚生労働省令で定める規模の 

  事業場は、常時１０人以上５０人未満の労働者を 

  使用する事業場とする。 

 ○労働安全衛生規則 第１２条の４ 

  （安全衛生推進者等の氏名の周知） 

  事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、 

  当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見や 

  すい箇所に掲示する等により関係労働者に周知 

  させなければならない。 
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 ２）その他の災害防止対策 
  ①「見える化」 
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   ②「５Ｓ」と「衛生・健康」 
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   Ａ．整理・整頓 

    『整理整頓』の意味は ? 

    ・整理…必要なものと不必要なものを分ける 

          「人員を整理する、人員整理」 

          「感情に整理をつける」 

    ・整頓…乱れているものを整える 

          「部屋の中を整頓する」 

          「（先生が児童に）整頓しなさい！」 

 Ｂ．清潔・清掃 
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  Ｃ．躾（しつけ） 

   「しつけ」…職場環境を改善するうえで大切な 
  ５Ｓに関するルールを各自に徹底していくこと 

  です。 
   あいさつや身だしなみまで含めて規律を高めて、 
  組織の一体感を醸成します。     

                      （参考：wikipedia） 
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「衛生・健康」 


